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処分の概要 悪臭物質排出減少措置の実施命令

法 令 名

根 拠 条 項
悪臭防止法 第8条第2項

法 令 番 号 昭和46年法律第91号

【基準】

法第8条第2項の規定による。

(改善勧告及び改善命令)

第8条 市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排

出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損な

われていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、そ

の事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の

改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置

を執るべきことを勧告することができる。

2 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限

を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
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